
実　施　機　関 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

1 プ レ ス 機 械 作 業 主 任 者 技 能 講 習 県協 倉

2 乾 燥 設 備 作 業 主 任 者 技 能 講 習 県協 倉

3 地 山 の 掘 削 及 び 土 止 め 支 保 工 作 業 主 任 者 技 能 講 習 建災 倉

4 は い 作 業 主 任 者 技 能 講 習 陸災 鳥 鳥

5 型 枠 支 保 工 の 組 立 て 等 作 業 主 任 者 技 能 講 習 建災 倉

6 足 場 の 組 立 て 等 作 業 主 任 者 技 能 講 習 建災、近協 建災倉 近協湯

7 木 造 建 築 物 の 組 立 て 等 作 業 主 任 者 技 能 講 習 近協 湯

8 コ ン ク リ ー ト 造 の 工 作 物 の 解 体 等 作 業 主 任 者 技 能 講 習 建災 倉

9 普 通 第 一 種 圧 力 容 器 取 扱 作 業 主 任 者 技 能 講 習 ボ協 倉

10 特 定 化 学 物 質 及 び 四 ア ル キ ル 鉛 等 作 業 主 任 者 技 能 講 習 県協 倉 倉

11 酸 素 欠 乏 ・ 硫 化 水 素 危 険 作 業 主 任 者 技 能 講 習 県協 倉 倉

12 有 機 溶 剤 作 業 主 任 者 技 能 講 習 県協 倉 倉

13 石 綿 作 業 主 任 者 技 能 講 習 建災、県協 県協倉 建災鳥 県協倉

14 金 属 ア ー ク 溶 接 等 作 業 主 任 者 限 定 技 能 講 習 （ 登 録 申 請 中 ） 県協 倉 倉 倉

15 ボ イ ラ ー 取 扱 技 能 講 習 ボ協 倉

16 床 上 操 作 式 ク レ ー ン 運 転 技 能 講 習 県協、ロイ ロイ米 ロイ米 県協米 ロイ米 ロイ米

17 小 型 移 動 式 ク レ ー ン 運 転 技 能 講 習 県協、柳心、ＭＳ、ロイ
柳心米
ロイ鳥

県恊鳥
ＭＳ米
ロイ米

県恊米
柳心米

ＭＳ米
ロイ倉

柳心米
ロイ米

県恊倉
ＭＳ米

柳心米
ロイ鳥

県恊米
ＭＳ米
ロイ倉

柳心米 ＭＳ米
柳心米
ＭＳ米
ロイ倉

18 ガ ス 溶 接 技 能 講 習 県協、柳心、ロイ 柳心米 柳心米
県恊米
ロイ倉

県恊鳥
柳心米

ロイ倉 柳心米 県恊倉 ロイ米 柳心米

陸災、県協、東雲、柳心、
ロイ

陸災鳥
県恊倉
ロイ米

県恊米
東雲鳥
ロイ鳥

県恊鳥
東雲鳥

県恊米
東雲鳥
ロイ倉

陸災鳥
ロイ米

県恊鳥 ロイ米
県恊倉
東雲鳥

県恊米
ロイ鳥

ロイ米 ロイ倉

柳心

建災、建荷 建災倉 建荷倉 建災倉

柳心

21 車 両 系 建 設 機 械 （ 解 体 用 ） 運 転 技 能 講 習 建災、建荷、柳心 柳心米
建荷倉
柳心米

柳心米
建災倉
柳心米

柳心米 柳心米 柳心米

22 不 整 地 運 搬 車 運 転 技 能 講 習 建災、建荷 建荷倉 建災倉

建災、建荷、柳心 建荷倉 柳心米 建災倉 柳心米 建荷倉 柳心米 建災倉 柳心米 柳心米 柳心米

ロイ

県協、柳心、MS、ロイ
県恊鳥、米

MS鳥
県恊倉

MS鳥
ロイ鳥

県恊倉
ロイ米

県恊鳥
MS鳥

ロイ倉
県恊米、倉

MS鳥
ロイ鳥

MS鳥
ロイ米

県恊米
MS鳥
ロイ米

柳心

A
※

25 新 入 社 員 ・ 雇 入 れ 時 安 全 衛 生 教 育 協東、協西、協中
協東鳥
協中倉

協西米

26 自 由 研 削 用 と い し 取 替 業 務 従 事 者 特 別 教 育 協東、協西、協中、柳心 柳心米 協西米
協西米
柳心米

協中倉 協西米
協東鳥
柳心米

柳心米

27 機 械 研 削 用 と い し 取 替 業 務 従 事 者 特 別 教 育 産環 鳥 鳥

28 ア ー ク 溶 接 等 業 務 従 事 者 特 別 教 育
協東、協西、協中、柳心、
ロイ

ロイ鳥
協西米
柳心米

協中倉 柳心米 ロイ米 協東鳥 柳心米

29 電 気 取 扱 業 務 従 事 者 （ 低 圧 ） 特 別 教 育 協東、協中 協東鳥 協中倉

30 伐 木 等 の 業 務 に 係 る 特 別 教 育 林災 鳥 鳥 鳥 鳥

31 小 型 車 両 系 建 設 機 械 運 転 業 務 特 別 教 育 建災、建荷、柳心、ロイ
建災倉
柳心米

柳心米
ロイ米

建荷倉
建災倉
柳心米

柳心米
ロイ倉

柳心米 柳心米
柳心米
ロイ米

柳心米 柳心米 柳心米

32 第 ２ 種 酸 素 欠 乏 危 険 作 業 特 別 教 育 協東、協西 協東鳥 協西米

33 ロ ー ラ ー 運 転 業 務 従 事 者 特 別 教 育 建災 建災倉

34 巻 上 げ 機 運 転 業 務 従 事 者 特 別 教 育 協中 倉

35 ５ ｔ 未 満 ク レ ー ン 運 転 業 務 特 別 教 育 協東、協西、協中、ロイ ロイ鳥 ロイ米
協東鳥
協西米
ロイ倉

ロイ鳥 協中倉 協東鳥 ロイ米 ロイ倉

36 特 定 粉 じ ん 作 業 従 事 者 特 別 教 育 協東、協中 協東鳥 協中倉

37 産 業 用 ロ ボ ッ ト （ 教 示 ・ 検 査 等 ） 特 別 教 育 産環 鳥 鳥

38 足 場 の 組 立 て 等 特 別 教 育 建災、協東、協西、協中 建災倉 協西米 協東鳥 協中倉 協西米

39 フ ル ハ ー ネ ス 型 墜 落 制 止 用 器 具 特 別 教 育
建災、協東、協西、協中、
柳心

協中倉
協西米
柳心米

協東鳥
協西米
協中倉

協東鳥
協西米
協中倉
柳心米

建災倉
協西米

協東鳥 協中倉 柳心米 柳心米

40
テ ー ル ゲ ー ト リ フ タ ー の 操 作 の 業 務 に 係 る 特 別 教 育
【講習内容が、・学科＋実技、・学科のみ（実技は各事業場で実施）、・当業務従
事歴による一部省略がありますので、各実施機関にお問い合わせください。】

陸災、東雲、柳心、ロイ

陸災倉
東雲鳥
柳心米
ロイ鳥

東雲鳥
ロイ米

東雲鳥
柳心米
ロイ倉

東雲鳥
ロイ米

ロイ倉
陸災倉
東雲鳥
柳心米

東雲鳥 東雲鳥 ロイ倉 柳心米

B
※　

41 職 長 ・ 安 全 衛 生 責 任 者 教 育 建災、協東、協西、協中 協東鳥 協中倉 協中倉 協西米 建災倉 協西米 協東鳥

42 衛 生 管 理 者 試 験 準 備 講 習 県協 倉

43 ボ イ ラ ー 実 技 講 習 ボ協 鳥 鳥

県協

ロイ

C
※

45 安 全 管 理 者 選 任 時 研 修 協東、協西、協中 協東鳥 協西米 協中倉

46 安 全 衛 生 推 進 者 養 成 講 習 協東、協西、協中 協中倉
協東鳥
協西米

47 衛 生 推 進 者 養 成 講 習 協東 鳥

48 丸 の こ 等 取 扱 作 業 従 事 者 教 育 建災 倉

49 刈 払 機 作 業 従 事 者 安 全 衛 生 教 育 林災、柳心 林災倉
林災倉
柳心米

林災倉 柳心米 林災倉 柳心米 柳心米

50 チ ェ ー ン ソ ー を 用 い て 行 う 伐 木 等 の 業 務 従 事 者 安 全 衛 生 教 育 林災 鳥

51 職 長 ・ 安 全 衛 生 責 任 者 能 力 向 上 教 育 建災 倉

52 フ ォ ー ク リ フ ト 特 定 自 主 検 査 者 能 力 向 上 教 育 建荷 倉

53 車 両 系 建 設 機 械 （ 整 地 ・ 運 搬 等 ） 特 定 自 主 検 査 者 能 力 向 上 教 育 建荷 倉

54 安 全 管 理 者 等 安 全 担 当 者 研 修 協東、協西、協中
協東鳥
協西米
協中倉

55 衛 生 管 理 者 等 衛 生 担 当 者 研 修 協東、協西、協中
協東鳥
協西米
協中倉

56 労 務 管 理 研 修 会 協東、協西、協中 協東鳥
協西米
協中倉

57 熱 中 症 予 防 労 働 衛 生 教 育 協東、協西、協中
協東鳥
協西米
協中倉

58 リ ス ク ア セ ス メ ン ト 担 当 者 研 修 協東、協中
協東鳥
協中倉

59 Ｋ Ｙ Ｔ （ 危 険 予 知 訓 練 ） 研 修 協東、協西、協中 協東鳥 協西米 協中倉

60 車 両 系 荷 役 運 搬 機 械 等 作 業 指 揮 者 講 習 陸災 鳥

61 特 定 自 主 検 査 セ ミ ナ ー 【 検 査 業 者 及 び 事 業 内 業 者 （ 管 理 者 ・ 責 任 者 ） 】 建荷 倉

62 フ ォ ー ク リ フ ト 特 定 自 主 検 査 者 資 格 取 得 研 修 建荷 倉

63 建 機 付 属 ク レ ー ン 部 分 の 定 期 自 主 検 査 者 安 全 教 育 建荷 倉

64 高 所 作 業 車 特 定 自 主 検 査 者 資 格 取 得 研 修 建荷 倉

65 車 両 系 建 設 機 械 （ 整 地 ・ 運 搬 等 ） 特 定 自 主 検 査 者 資 格 取 得 研 修 建荷 倉

66 車 両 系 建 設 機 械 （ 整 地 ・ 運 搬 等 ） 特 定 自 主 検 査 者 記 録 表 作 成 コ ー ス 建荷 倉

67 建 築 物 石 綿 含 有 建 材 調 査 者 講 習 （ 一 般 ） 建災　 倉

68 化 学 物 質 管 理 者 専 門 的 講 習 （ ２ 日 間 ） 産環 米、鳥 米 米 鳥

69 化 学 物 質 管 理 者 講 習 に 準 ず る 講 習 （ 1 日 間 ) 協東、協西、協中 協東鳥 協西米 協東鳥
協西米
協中倉

70 保 護 具 着 用 管 理 責 任 者 教 育 （ ６ 時 間 ： 学 科 ５ 時 間 ＋ 実 技 1 時 間 ） 産環 米、鳥 米 米 鳥 米 鳥

71 保 護 具 着 用 管 理 責 任 者 教 育 （ １ ２ 時 間 ： 学 科 ７ 時 間 ＋ 実 技 ５ 時 間 ） 産環 米 鳥

お問い合せやお申込みは下表の各実施機関まで

電　　話

・建災…建設業労働災害防止協会鳥取県支部 （鳥取市西町２丁目310） （ ０ ８ ５ ７ ） ２ ４ － ２ ２ ８ １

・林災…林業・木材製造業労働災害防止協会鳥取県支部 （鳥取市叶122西垣ビル3号） （ ０ ８ ５ ７ ） ３ ０ － ５ ４ ９ ０

・陸災…陸上貨物運送事業労働災害防止協会鳥取県支部 （鳥取市丸山町219ー1） （ ０ ８ ５ ７ ） ２ ２ － ２ ６ ９ ４

・近協…鳥取県建築技能近代化協会 （東伯郡湯梨浜町はわい長瀬602ー7） （ ０ ８ ５ ８ ） ４ ７ － ５ ６ ７ ０

・ボ協…日本ボイラ協会岡山支部 （岡山市北区新屋敷町1-1-18　山陽新聞新屋敷町ビル） （ ０ ８ ６ ） ２ ３ ９ - ９ ０ ７ ７

・県協…鳥取県労働基準協会 （鳥取市若葉台南１丁目17） （ ０ ８ ５ ７ ） ５ ２ － ７ ３ ０ ０

・協東…鳥取県労働基準協会東部支部 （鳥取市若葉台南１丁目17） （ ０ ８ ５ ７ ） ５ ２ － ５ ０ ６ ０

・協西…鳥取県労働基準協会西部支部 （米子市東町11　メゾン東町ビル２Ｆ） （ ０ ８ ５ ９ ） ３ ４ － ５ ８ ７ ６

・協中…鳥取県労働基準協会中部支部 （倉吉市上灘町115－1　㈲河﨑組３Ｆ） （ ０ ８ ５ ８ ） ２ ２ － ９ ０ ５ ４

・建荷…建設荷役車両安全技術協会鳥取県支部 （倉吉市東厳城町12　中部建設会館１階） （ ０ ８ ５ ８ ） ２ ２ － １ ４ ０ ０

・東雲…東雲学園　イナバ自動車学校（鳥取市里仁97-1） （ ０ ８ ５ ７ ） ３ １ － ２ １ １ １

・柳心…柳心学園　米子自動車学校 （米子市旗ケ崎2丁目15番1号） （ ０ ８ ５ ９ ） ３ ３ － １ ２ ３ １

・ＭＳ…ＭＳＴＣ （松江市東出雲町意宇東３-２-４） （ ０ ８ ５ ２ ） ５ ２ － ５ ７ ０ ３

・産環…鳥取県産業環境協会（鳥取市南安長2丁目85番地） （ ０ ８ ５ ７ ） ２ ９ － １ １ ５ ４

（ ０ ８ ５ ７ ） ３ ０ － ６ ４ ３ ０   裏面もご覧ください　⇒ Ｒ６．２

　　　　　                　　　　　令和6年度 安全衛生関係各種講習会実施計画表  　　　（講習の日時・内容は各実施機関にお問い合わせください。）

実施月の 鳥、米、倉、湯 はそれぞれ鳥取市内、米子市内、倉吉市内、湯梨浜町内で実施することを示します。 　鳥　取　労　働　局　（　https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/　）

そ
の
他

 実　施　機　関　名　(所　在　地)

 　　  直接、実施機関へお問い合わせ下さい　（米）
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玉 掛 け 技 能 講 習

技
　
　
　
能
　
　
　
講
　
　
　
習

　　　　　　　講　習　等　の　種　類

 　　  直接、実施機関へお問い合わせ下さい

　　         随時開催につき、直接、実施機関へお問い合わせ下さい（米）

雇

入

れ

時

教

育

・

特

別

教

育

・

職

長

教

育

安
全
衛
生
推
進

者
等
の
資
格
取

得
研
修

免
許
取
得
講
習

　　         随時開催につき、直接、実施機関へお問い合わせ下さい（米）

作
業
主
任
者

ク レ ー ン 運 転 実 技 教 習

（ ０ ８ ５ ７ ） ３ ０ － ６ ４ ３ １

（ ０ ８ ５ ７ ） ２ ７ － ７ ０ ５ １

（ ０ ８ ５ ７ ） ５ ２ － ５ ０ ６ １

（ ０ ８ ５ ２ ） ６ ９ － ９ １ ９ ５

（ ０ ８ ５ ７ ） ２ ９ － ２ ２ ８ ８

（ ０ ８ ５ ８ ） ２ ３ － ４ ６ ６ ７

（ ０８６ ）２３９-９０８８

特
別
教
育

※　A:雇入れ時教育　B:職長等教育　C:安全管理者の資格取得研修　D:安全衛生推進者等の資格取得研修

D
※

能
力
向
上

教
育

危
険
有
害
業

従
事
者
教
育

Ｆ　Ａ　Ｘ

（ ０ ８ ５ ７ ） ２ ４ － ２ ２ ８ ３

（ ０ ８ ５ ７ ） ３ １ － ０ ０ ０ ８

（ ０ ８ ５ ９ ） ３ ３ － ８ ７ ６ ７

（ ０ ８ ５ ９ ） ３ ４ － ６ ８ ７ ７

（ ０ ８ ５ ８ ） ２ ２ － ９ ０ ５ ４

23 高 所 作 業 車 運 転 技 能 講 習

（ ０ ８ ５ ７ ） ５ ２ － ７ ３ １ １

（ ０ ８ ５ ７ ） ３ ０ － ５ ４ ９ １

（ ０ ８ ５ ８ ） ４ ７ － ５ ６ ７ １

　　         随時開催につき、直接、実施機関へお問い合わせ下さい（鳥・米・倉）

20 車 両 系 建 設 機 械 （ 整 地 ・ 運 搬 ・ 積 込 み 用 及 び 掘 削 用 ） 運 転 技 能 講 習

・ロイ…ロイヤルパワーアップスクール鳥取校(鳥取市雲山221番地43号坂本ﾃﾅﾝﾄ事務所１号室)

　　         随時開催につき、直接、実施機関へお問い合わせ下さい（米）

就
業
制
限
業
務
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19 フ ォ ー ク リ フ ト 運 転 技 能 講 習

中国四国安全衛生技術センターのホームページ
(https://www.chushi.exam.or.jp/)

電話 084-954-4661（代表）Fax 084-954-4804

鳥取労働局のホームページ
(https://jsite.mhlw.go.jp/totto
ri-roudoukyoku/)
健康安全課 電話 0857-29-1704

安全衛生技術試験協会のホーム
ページ
（https://www.exam.or.jp/）令和６年度の安全衛生関係免許「出張試験」のご案内

中国四国安全衛生技術センターの安全衛生免許「鳥取地区出張特別試験」が
下記のように予定されています。

◆ 日 時 ： 令和６年１０月５日（土）
◆ 場 所 ： 倉吉体育文化会館（倉吉市山根５２９－２）
◆ 免許種目 ： 一・二級ボイラー技士、ボイラー整備士、クレーン・デリッ

ク運転士（クレーン限定）、第一種・第二種衛生管理者
◆ 受験手続 ： ボイラー関係は「県協」、その他は「県協」「協西」

「協中」で行います。
◆ 窓口受付期間、郵送受付期間等、詳細は実施機関にお問い合わせく

ださい。



労働災害防止担当者、危険有害業務従事者等への安全衛生教育は、労働災害防止対策の基本です！ 
主な安全衛生教育の例を１～５に記載しますが、各項目の各教育はいずれも抜粋したものです。詳しくは法令、通達を確認してください。 

１ 作業主任者を選任すべき作業（労働安全衛生法第 14条） 

事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて、都道府県労働局長の免許を受けた者 

又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働 

省令で定める事項を行わせなければならないと定められています。 

詳しくは、中央労働災害防止協会ホームページ 作業主任者の選任が必要な業務一覧表（労働安全衛生法施行令第 6条号別）（https://www.jisha.or.jp/campaign/ 

kyoiku/kyoiku05_4.html）をご参照ください。 

２ 就業制限業務（労働安全衛生法第 61条） 

事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた 

者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないと定められています。 

詳しくは、中央労働災害防止協会ホームページ 就業制限業務一覧表（免許・技能講習）（労働安全衛生法施行令第 20条号別）（https://www.jisha.or.jp/campaign/ 

kyoiku/kyoiku05_2.html）をご参照ください。 

３ 特別教育を必要とする業務（労働安全衛生法第 59条第３項） 

事業者は、一定の危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないと定められています。 

詳しくは、中央労働災害防止協会ホームページ 特別教育を必要とする危険有害業務一覧表（労働安全衛生規則第 36条号別）（https://www.jisha.or.jp/campaign/ 

kyoiku/kyoiku05_3.html）をご参照ください。 

４ 安全管理者等に対する教育 

次の教育は、安衛法で定められている安全管理者、安全衛生推進者、職長等の資格を得るための教育及び労働災害防止担当者の能力の向上を目的とした教育です。 

教育の名称の一例 対象、内容 （関係条文又は通達） 

安全管理者選任時研修 安全管理者(※2)の資格取得のための研修 【安衛法第 11条（安衛則第 5条）、H18.2.24 基発第 0224004号】 

安全衛生推進者養成講習 安全衛生推進者(※3)の資格取得のための講習（法定） 【安衛法第 12条の 2(安衛則第 12条の 3)、厚生労働省告示第 134号（H21.3.30）】 

職長等教育 

建設業、製造業（ただし、次の◎の業種を除く。）、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業の事業場で、新たに職長その他の作業中の労働者

を直接指導又は監督する者（作業主任者を除く。）に対し、作業を指揮、監督するために必要な知識等の教育【安衛法第 60条(安衛則第 40条)】 

◎・たばこ製造業、・繊維工業（紡績業、染色整理業を除く。）、衣服その他繊維製品製造業、・紙加工品製造業（セロファン製造業を除く。） 

（令和５年４月から、対象外であった、食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業も対象になりました。） 

安全衛生責任者教育 

建設業、造船業で、同一の場所で下請を含めて常時 50 人以上（ずい道等の建設の仕事、圧気工法による仕事、一定の橋梁の建設の仕事にあって

は、常時 30人以上）の労働者が従事する現場で、統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせる下請事業場の責任者

が対象。 【安衛法第 16条】 

職長・安全衛生責任者教育 上記の教育を統合し、職長教育 12時間＋2時間（安全衛生責任者の職務等、統括安全衛生管理の進め方）で実施しています。 

職長・安全衛生責任者能力向上教育 職長・安全衛生責任者の職務に従事することとなった後概ね５年又は機械設備等に大幅な変更のあったとき 【安衛法第 19条の 2】 

※2 安全管理者は、次の業種で常時 50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者の資格を有する者(労働安全コンサルタントのほか、大学、高等専門学校、高等学校等において理科系等の学科を修

めて卒業し、その後一定期間以上産業安全の実務に従事した経験を有し、安全管理者選任時研修を修了した者等)から選任しなければなりません。 

【林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じ

ゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業】 

〇 衛生管理者は、業種に関係なく、常時 50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生管理者の資格を有する者(第一種衛生管理者免許所持者など)から選任しなければなりません。 

※3 安全衛生推進者は、上記（※2）の業種で、常時 10人以上 50人未満の労働者を使用する事業場ごとに、安全衛生推進者養成講習修了者などから専属の者を選任しなければいけません。 

（上記※2以外の業種では、衛生推進者養成講習修了者などから専属の衛生推進者を選任しなければいけません。）     ※ 安衛法：労働安全衛生法  安衛則：労働安全衛生規則 

５ 化学物質に関する管理体制の強化 

令和６年４月から、リスクアセスメント対象物を製造し、取り扱う、又は譲渡提供をする事業場については、化学物質管理者を選任し、化学物質に関わるリスクアセス 
メントの実施管理等、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させる必要があります。【安衛則第 12条の５】 
今回の改正で、リスクアセスメント対象物の製造をしている事業場においては、厚生労働大臣告示により示された「化学物質管理者専門的講習」を受講した者等から選 

任する必要が義務付けられます。 
（「労働安全衛生法の新たな化学物質規制 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要」https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083280.pdf） 

化学物質管理者を選任した事業者において、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、保護具の適正な選
択、労働者の保護具の適正な使用、保護具の保守管理に関することを管理させる必要があります。選任する人数は事業場の状況に応じて検討することが可能です。 
保護具着用管理責任者は、保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任することが定められています。【安衛則第 12条の６】 
例えば、①化学物質管理専門家、②作業環境管理専門家、③労働衛生コンサルタント、④第一種衛生管理者または衛生工学衛生管理者、⑤作業主任者（特化物、四アルキル鉛、鉛、有

機溶剤のいずれか）、⑥安全衛生推進者、⑦保護具着用管理責任者教育カリキュラムを修了した者です。（①から⑥の方でも⑦の教育を受講することが望ましいとされています。） 

教育の名称 対象、内容 

保護具着用管理責任者選任時研

修（上級コース） 

保護具着用管理責任者選任時研修の講師となることが見込まれる者 

保護具着用管理責任者への選任が見込まれる者                    研修期間１．５日（実技科目３時間、学科科目６時間。） 

保護具着用管理責任者選任時研

修（基本コース） 

厚生労働省が示す所定の科目に準拠し、現場で作業者を指導するための研修 

保護具着用管理責任者への選任が見込まれる者                    研修期間１日（実技科目１時間、学科科目５時間。） 

Ｒ６．２ 

作業の名称の一例 作業内容 資格者 

はい作業 
高さが２ｍ以上のはい（倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷（小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く）の集

団）のはい付け又ははいくずしの作業（荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く） 
はい作業主任者技能講習修了者 

木造建築物の組立て 軒の高さが５メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付け作業 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習修了者 

業務の名称の一例 業務の内容 業務に就くことができる者 備 考 

クレーンの運転 

つり上げ荷重が５ｔ以上のクレーンの運転の業務 クレーン・デリック運転士免許（クレーン限定免許を含む。） 
(※1)床上操作式クレーン運転技能講

習修了者は床上で運転し、かつ、運転

する者が荷の移動とともに移動する方

式のみ運転できる。 
 

床上操作式クレーン（運転者が荷の移動 

とともに移動する方式の運転） 

クレーン・デリック運転士免許（クレーン限定免許を含む。）、 

床上操作式クレーン運転技能講習修了者(※1) 

教育の名称の一例 業務の内容 

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務 

伐木等の業務に係る特別教育 
チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造林の業務 

（林業、土木工事業や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を行うすべての業種が対象） 

テールゲートリフターの操作の業務に係る

特別教育 

貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作 

の業務。令和６年２月１日以降は、この特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を 

行うことができなくなりました。（学科 4時間、実技 2時間）（学科のみ実施し、実技は各事業場とする機関、施行日令和 6年 2月 

1日時点において 6月以上の当該業務従事歴を有する者については講習を一部省略とする機関があります。） 

（「トラックでの荷役作業時のおける安全対策が強化されます。」https://www.mhlw.go.jp/content/001108427.pdf） 

教育の名称 対象、内容 

化学物質管理者専門的講習（２

日） 

リスクアセスメント対象物を製造する事業場を対象として、化学物質管理者（安衛則第 12条の 5）を選任するための研修です。製造する事業場にお

いては、この講習が化学物質管理者の選任要件となっており、リスクアセスメントの実技をマスターするための３時間の実習を含みます。 

化学物質管理者講習に準ずる講

習（１日） 

リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場など、製造する事業場以外の事業場を対象として、化学物質管理者（安衛則第 12条の 5）を選任するた

めの研修です。事業者が自律的な化学物質管理を任せることができるよう、必要な知識と実務能力を習得します。 

鳥取労働局 

 

 

 

 

 


